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午前９時３０分 開会 

 

開会挨拶 

 

○議長（濱田洋一議員） 皆さん、おはようございます。第１回の平成３１年の定例会へご参集

いただき、ありがとうございます。早いもので議員、そして町長の任期という年となりました。

任期中の最後の定例会ということであります。よろしくお願いを申し上げたいと思います。そ

して期間中、予算委員会等の開催も予定をされております。会期が長くなります。体調管理等

も含めてお願いを申し上げたいと思います。また、福原議員、期間中の最後になんとか間に合

わせたいということで、リハビリを今頑張っております。みんなで待ちたいと思います。よろ

しくお願いを申し上げたいと思います。ご挨拶に代えます。 

 

開会及び開議宣告 

 

○議長（濱田洋一議員） ただいまから平成３１年第１回美瑛町議会定例会を開会します。ただ

いまの出席議員は、１３名であります。 

 

美瑛町町民憲章の朗唱 

 

○議長（濱田洋一議員） これから、美瑛町町民憲章の朗唱を行います。傍聴者の方はご起立を

お願い申し上げます。 

（全員起立して町民憲章の朗唱を行う） 

（朗唱文の記載を省略する） 

 

招集挨拶 

 

○議長（濱田洋一議員） 浜田町長から本定例会招集の挨拶があります。 

（「はい」の声） 

浜田町長。 

（町長 浜田 哲君 登壇） 

○町長（浜田 哲君） 皆さん、おはようございます。平成３１年第１回美瑛町議会定例会、議

員の皆さま方には開催をいただきましたことに心からお礼を申し上げます。ご苦労さまです。

そして閉会中には議員の皆さま方にまちづくりについて、多様な面でご活躍をいただき、町行
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政運営にもご指導いただいておりますこと、改めてお礼を申し上げます。おかげさまで第４２

回となります宮様スキーマラソン、また、十勝岳の噴火総合防災訓練、さらには住民の方、町

民の方々が主役になって開催しております雪遊び広場等、いろんな行事イベント等も滞りなく

開催をさせていただいているところでありますし、そしてまたそれぞれの各分野で町民の方々

がまちづくりを進めていただいているところであります。心から議員の皆さま、そして町民の

皆さま方に厚くお礼を申し上げるところであります。今年は春が妙に早い感じがしています。

このまま暖かくなって、良い１年の始まりになってほしいなと願っているところでありますが、

そんな中で今回この議会が開催されますが、議長もお話にあったとおり、我々任期の４年の最

後の定例会ということになります。皆さま方にはこの１年間、大変、議会運営等ご苦労さまで

ございました。また、私自身にとっても最後の議会、通算しますと、もう２０年という町長と

しての仕事をさせていただいての最後の議会となります。長く町長を務めさせていただき、議

員の皆さま方にもいろんな面でご指導ご支援を賜りましたこと、また町民の方々が本当にこう

まちづくりに一緒になって活躍していただきました。多くの町民の皆さん方に心から、この場

をお借りしましてお礼を申し上げるところであります。今後、今選挙を準備されてる方たくさ

んおられると思いますけども、新しい町長、そして新しい議員の皆さま方にどうかまたまちづ

くりの先頭に立って頑張っていただきたいと心からお願いをし、期待をしているところであり

ます。 

それでは、平成３１年第１回の議会に当たっての提案をさせていただく、議案について説明

を申し上げます。議案第１号は、美瑛町職員定数条例の一部改正であります。美瑛町国民健康

保険税条例の廃止に伴い本条例を改正するものであります。 

議案第２号につきましては、美瑛町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正であります。法律の改正に伴うものであります。 

議案第３号、美瑛町白金観光拠点施設条例の一部改正であります。美瑛町白金観光拠点施設

に設置されたオートキャンプ施設及び現在建設を進めている青い池販売施設について、今後の

管理運用に当たり必要な規定を追加するため、本条例を改正をさせていただくものであります。 

議案第４号、美瑛町二地域居住体験住宅条例の一部改正であります。町立病院より購入した

医師住宅を体験住宅として有効活用することにより、さらなる二地域居住対策の強化を図るた

めの条例の改正であります。 

議案第５号、美瑛町国民健康保険税条例の廃止についてでありますが、大雪地区広域連合開

始以前に本条例に基づき、賦課徴収してきた国民健康保険税の整理、完納に伴い、本条例が不

要になるということでの廃止を提案させていただくものであります。 

続きまして、議案第６号、専決処分であります。北海道の市町村総合事務組合規約の制定並

びに廃止について地方自治法の規定により専決処分をさせていただきましたので、承認をお願
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いするものであります。 

議案第７号につきましても専決処分でありますが、平成３０年度美瑛町一般会計補正予算に

つきまして、地方自治法の規定により専決処分をしましたので、議会の承認をお願いするもの

であります。専決した補正内容につきましては、除排雪費用の追加補正であります。 

議案第８号、平成３０年度美瑛町一般会計補正予算であります。各種事業費確定による財源

の調整、また、公共施設の維持管理経費、除排雪費用、財源確保による基金を積み立てる追加

補正などであります。 

議案の第９号、平成３０年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算についてであります

が、繰越金の全額計上及び、事業費の確定による繰入金等の減額補正であります。 

議案第１０号、平成３０年度美瑛町農業研修施設事業特別会計補正予算については、農業担

い手研修センター整備費確定による減額補正等であります。 

議案の第１１号、平成３０年度美瑛町白金泉源事業特別会計補正予算でありますが、繰越金

の全額計上による基金積立金の追加補正であります。 

議案第１２号、平成３０年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算についてでありますが、

各種事業費の確定による一般会計繰入金の減額補正等であります。 

議案第１３号、平成３０年美瑛町水道事業会計補正予算について及び議案第１４号、平成３

０年度美瑛町立病院事業会計補正予算については、収益的収入、支出及び資本的収入、支出そ

れぞれの事業費確定による予算額整理の補正であります。 

議案第１５号、平成３１年度美瑛町一般会計予算についてから議案第２２号、平成３１年度

美瑛町立病院事業会計予算についてまでの８議案につきましては、平成３１年度の各会計予算

案であります。骨格予算としての計上させていただいております。 

議案第２３号及び議案第２４号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてでありますが、

本年５月１３日に任期満了となります固定資産評価審査委員会委員の選任について、議会の同

意をお願いするものであります。 

議案第２５号及び議案第２６号、指定管理者の指定であります。美瑛町老人保健施設ほの香

及び美瑛町置杵牛農産物加工交流施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法の規

定により議会の議決をお願いするものであります。 

報告第１号、専決処分であります。平成３０年第２回美瑛町議会臨時会において議決され、

また、第８回、美瑛町議会定例会において一部変更を受理されました請負契約について、地方

自治法の規定により専決処分しましたので報告をさせていただきます。 

以上、議案２６件、報告１件につきましてご提案をさせていただきます。慎重なる審議をい

ただき、お認めいただきますようよろしくお願いを申し上げて、開会にあたってのご挨拶とさ

せていただきます。 
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日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議

規則第１２６条の規定によって、２番中村倶和議員と１３番杉山勝雄議員を指名します。 

 

諸般の報告 

 

○議長（濱田洋一議員） これから、諸般の報告を行います。 

新村局長。 

○事務局長（新村 猛君） 

（諸般の報告を省略する） 

（報告文の記載を省略する） 

○議長（濱田洋一議員） これで諸般の報告を終わります。 

 

日程第２ 議会運営について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第２、本定例会の議会運営について、沢尻健議会運営委員会副委

員長の報告を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、沢尻議会運営委員会副委員長。 

（議会運営委員会副委員長 沢尻 健議員 登壇） 

○副委員長（沢尻 健議員） おはようございます。朗読をもって報告をいたします。 

（報告書の朗読を省略する） 

以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） これで議会運営についての報告を終わります。 

 

日程第３ 会期の決定について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第３、会期の決定の件を議題とします。 

おはかりします。本定例会の会期は本日から３月１５日までの１６日間に決定をしたいと思

います。ご異議はありませんか。 

（「なし」の声） 
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異議なしと認めます。したがって会期は本日から３月１５日までの１６日間に決定しました。

本日の議事日程は議会運営委員会の報告のとおりであります。 

 

行政報告 

 

○議長（濱田洋一議員） 浜田町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 

（「はい」の声） 

浜田町長。 

（町長 浜田 哲君 登壇） 

○町長（浜田 哲君） 行政報告を申し上げます。報告書をご覧ください。 

６件についての報告でございます。まず第１点、平成３０年度まちひとしごと創生寄附

活用事業、企業版のふるさと納税という、関する寄附についてでありますが、地方創生のため

に地方公共団体が行う事業として計画し、国に認定された事業に対する寄附を地元以外の企業

から募る制度であります。美瑛町は平成２８年に認定をいただいております。寄附の活用事業

名は日本で最も美しい村推進事業、景観づくり事業、街路樹等の整備事業であります。寄附の

企業金額についてはロスアルトス有限会社殿が７００万円。株式会社プランナーワールド

様が１０万円。株式会社ルスティル様が１０万円という内容になっております。寄附をいた

だいた企業の皆さま方に心から感謝を申し上げ、有用に活用させていただきたいというふうに

思っています。ありがとうございます。 

続きまして、２点目の青い池周辺環境整備を目的とした寄附であります。昨年７月より、ふ

るさと納税型のガバメントクラウドファンディングを活用し寄附金を募集するとともに、青い

池と道の駅びえい白金ビルケに協力金箱を設置し募金活動を実施いたしました。寄附金の状況

でありますけども、寄附等の状況につきましては、下記に掲載させていただいてますガバメン

トクラウドファンディングが１２５万円、寄附件数が６９件。青い池道の駅びえい白金ビル

ケに設置した協力金箱への募金が８７万２７１２円という内容になっています。ガバメントク

ラウドファンディングにつきましては、自治体などが事前に事業資金の用途を限定し、賛同さ

れる方から寄附金を募集する仕組みで、ふるさと納税と同様に税金の控除が受けられる制度で

あります。美瑛町として、この部分について対応させていただいたということであります。寄

附をいただいた皆さま方に心から感謝を申し上げます。有用に使わせていただきます、ありが

とうございます。 

続きまして３点目、びえい雪遊び広場であります。１月２６日の土曜日から２月の１７日の

日曜日まで、期間中延約１５００名の方々に来場いただいて楽しんでいただきました。ふれあ

い館ラヴニール前エントランス広場において町民ボランティア等の協力のもと、氷の滑り台や
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雪像制作、１月２６日のオープニングイベントではジャグリングやお楽しみ福まきを開催した

ほか、手づくり豚汁や美瑛カレーうどんピザ、びえい豚ハム、ソーセージなどを提供し、多く

の子どもたちが来場いただきました。民間の方々が中心になってこの広場を運営していただい

てます。役場の方からも職員も手伝っているという形で進めさせていただいてますが、心から

この広場を作っていただいている皆さま方にお礼を申し上げるところであります。ありがとう

ございます。 

続きまして４点目、寛仁親王記念第４２回丘のまちびえい宮様国際スキーマラソンでありま

す。２月１６日の土曜日に開会式交歓会１５３名の方参加。議員の皆さん方にもご参加をい

ただきましたこと厚くお礼を申し上げます。２月１７日の日曜日は本競技表彰式を行いまし

た。申込が７８４名の方に申込をいただいたところであります。宮様スキーマラソンにつきま

しては、彬子女王殿下にご臨席をいただいてということで大変感謝をしているところでありま

す。交歓会では町内の農村女性グループ、ネットワークすずらんの全面協力で、町内の農畜産

物を食材とした料理を提供し、好評を得たところであります。大会当日は多少の降雪があった

ものの、暖かく比較的良いコンディションとなり、広大な雪原の中で競技を行うことができた

選手からは満足の声が上がっておりました。１０名が途中棄権をいたしましたが大きな負傷者

もなく、競技が無事終了したところであります。参加をいただいた皆さん方に厚くお礼を申し

上げ、また大会を運営するに当たり、多くの皆さん方にお力をいただきました。心から皆さん

方にも感謝を申し上げます。 

続きまして、５点目が十勝岳の噴火総合防災訓練であります。２月の２０日、２月の２１日

に実施をいたしました対象地区は白金地区と美沢地区であります。訓練の概要につきましては

記載のとおりでありますが、１７機関２１４名の参加により実施をさせていただきました。２

０日には町民及び職員を対象とした避難所運営訓練を実施。これは今回新しくまたこういった

取り組みを進めているところであります。上川総合振興局から講師を招き、避難所運営ゲーム

Ｄｏはぐを体験しながら、避難所運営に係る知識を学びました。新しいことも取り組みながら、

この訓練を進めさせていただいているところであります。陸上自衛隊の第１４施設群、美瑛消

防署、消防団が町民スキー場を会場に火山性地震に伴う雪崩に観光客が巻き込まれたことを想

定した救助訓練も実施をしたところであります。またドローンを望岳台等で飛行させ撮影した

リアルタイムの映像を上川総合振興局、上富良野町に送信する情報伝達訓練も実施をさせてい

ただきました。訓練に参加いただいた皆さん方、大変ご苦労さまでございます。十勝岳も３０

年の周期をもう迎えているところであり、いつ噴火するか分からないという状況、緊張感の中

で、訓練ができたことを大変嬉しく思っているところであります。ご苦労さまでございました。 

続いて６点目、訴状の送達についてであります。訴状の受取者は特定非営利活動法人美瑛エ

コスポーツ実践会であります。平成３１年２月７日、請負代金等の請求で原告につきましては
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町外の法人であります。概要につきましては、第６回及び第７回丘のまちびえいセンチュリー

ライドの開催に伴い、大会の企画運営に要した費用のうち、原告が立替え払いをしていた経費

があることを主張し、当時は未請求のものでありますが、その支払いについて、今の段階にな

って請求があったものであります。第１回口頭弁論期日については３月１３日水曜日、今後の

対応といたしましては顧問弁護士と協議の上、口頭弁論の対応について依頼をしたところであ

ります。以上であります。 

○議長（濱田洋一議員） これで行政報告を終わります。 

 

日程第４ （議案第１号）美瑛町体験交流住宅条例の制定について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第４、（議案第１号）、美瑛町体験交流住宅条例の制定についての

件を議題とします。本件について佐藤晴観産業経済常任委員会委員長の報告を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、佐藤産業経済常任委員会委員長。 

（産業経済常任委員会委員長 佐藤 晴観議員 登壇） 

○委員長（佐藤晴観議員） おはようございます。１２月定例会に付託を受けました条例の審査

結果をご報告申し上げます。 

（報告書の朗読を省略する） 

以上です。 

○議長（濱田洋一議員） これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで委員長報告に対する質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第４、（議案第１号）の件を採決します。本件に対する委員長の報告は可決で

あります。（議案第１号）美瑛町体験交流住宅条例の制定についての件を、委員長の報告のとお

り決定をすることに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、（議案第１号）の件は委員長の報告のとおり可決をされま

した。 
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日程第５ 議案第５号 美瑛町国民健康保険税条例の廃止について 

日程第６ 議案第１号 美瑛町職員定数条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第５、議案第５号、美瑛町国民健康保険税条例の廃止についての

件及び日程第６、議案第１号、美瑛町職員定数条例の一部改正についての件を一括議題としま

す。はじめに議案第５号について、提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、平間保健福祉課長。 

（保健福祉課長 平間 克哉君 登壇） 

○保健福祉課長（平間克哉君） おはようございます。それでは議案第５号、美瑛町国民健康保

険税条例の廃止についての提案理由についてご説明を申し上げます。議案集につきましては６

頁になります。平成１６年度の大雪地区広域連合開始以前に国保税条例により賦課徴収してき

た国民健康保険税の整理完納に伴い、本条例を廃止するものであります。それでは議案を朗読

いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で議案第５号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） 次に、議案第１号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

鈴木総務課長。 

（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君） おはようございます。議案第１号の提案理由につきましてご説明申

し上げます。議案集は１頁になります。条例の改正の要旨は別冊資料の１頁、新旧対照表は２

頁になりますので、合わせてご参照願います。今回の条例改正は別冊資料の１の改正の要旨、

２の改正の概要と、ただいま保健福祉課長から提案ありました議案第５号の美瑛町国民健康保

険税条例の廃止に伴い、本条例で定めている美瑛町国民健康保険特別会計に属する職員の号を

削る改正を行うものです。最初に議案を朗読させていただき、その後、資料に基づいて説明さ

せていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは別冊資料の１頁の条例の一部改正の要旨により説明させていただきます。資料の１

頁をお開き願います。 

１の改正の要旨については、冒頭に述べたとおりでありますので、省略します。 

２の改正の概要ですが、大雪地区広域連合開始以前に国保税条例により賦課徴収してきた国
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民健康保険税の整理と完納に伴い、美瑛町国民健康保険特別会計の閉鎖及び国保税条例の廃止

により、本条例で定めている美瑛町国民健康保険特別会計に属する職員の号を削り、次号以降

を繰り上げて整備するものです。 

資料の説明を終わり、議案集の１頁に戻ります。附則からになります。附則、この条例は平

成３１年４月１日から施行する。以上で議案第１号の提案理由の説明を終わります。よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。はじめに２案件に関連する事項についての

総括質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで２案件に関連する事項の総括質疑を終わります。 

次に、議案第５号、廃止条例全文について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第５号についての質疑を終わります。 

次に、議案第１号、改正条例全文について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１号についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。はじめに議案第５号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第５号についての討論を終わります。 

次に、議案第１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第１号について討論を終わります。 

これから、日程第５、議案第５号の件を採決します。議案第５号、美瑛町国民健康保険税条

例の廃止についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第５号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第６、議案第１号の件を採決します。議案第１号、美瑛町職員定数条例の一部改

正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第１号の件は原案のとおり可決されました。 
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日程第７ 議案第２号 美瑛町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第７、議案第２号、美瑛町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正についての件を議題とします。本件についての提案理

由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、平間保健福祉課長。 

（保健福祉課長 平間 克哉君 登壇） 

○保健福祉課長（平間克哉君） それでは、議案第２号、美瑛町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての提案理由につきまして、ご説明を申

し上げます。議案集につきましては、２頁になります。条例改正要旨及び新旧対照表は、別冊

資料の３から４頁になりますので、ご参照願います。今回の条例改正につきましては、学校教

育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の施行により、放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、条例の一部を改正するもの

です。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

続いて、別冊資料の３頁をお開き願います。１の改正の要旨につきましては、先に説明させ

ていただいたとおりですので、省略をさせていただきます。 

２、改正の概要をご覧ください。学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成３１

年４月から専門職大学が制度化されることになったことから、放課後児童支援員の資格要件の

うち、学校教育法の規定による大学について、条例で規定する学科等を卒業した者の他に、専

門職大学の前期課程修了者についても対象とする規定を加えるものです。 

４頁の新旧対照表については説明を省略させていただきます。 

以上で、議案第２号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 
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討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第７、議案第２号の件を採決します。議案第２号、美瑛町放課後児童健全育成

条例の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての件を、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第３号 美瑛町白金観光拠点施設条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第８、議案第３号、美瑛町白金観光拠点施設条例の一部改正につ

いての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今野経済文化振興課長。 

（経済文化振興課長 今野 聖貴君 登壇） 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） おはようございます。議案第３号の提案理由について、ご

説明申し上げます。議案集は３頁及び４頁になります。今回の条例改正については、美瑛町白

金観光拠点施設の一部として、観光情報及び防災情報の周知や地域特産品の販売といった機能

を有する施設整備を進めてきた青い池販売施設と、自然体験提供施設として整備を進めてきた

オートキャンプ施設について、当該施設の運用に必要な規定を追加し、本条例の一部を改正す

るものです。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

別冊の資料をご覧ください。資料５頁になります。改正の要旨については先ほどご説明した

とおりです。 

施設の概要ですが、オートキャンプ施設についてはキャンピングカーサイト５区画、青い池

販売施設については木造平屋建ての１棟で３２．４平方メートルということです。 

施設の管理運営については指定管理制度を活用する予定となってございます。以上で、議

案第３号の提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文について、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 
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討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第８、議案第３号の件を採決します。議案第３号、美瑛町白金観光拠点施設

条例の一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第３号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第９ 議案第４号 美瑛町二地域居住体験住宅条例の一部改正について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第９、議案第４号、美瑛町二地域居住体験住宅条例の一部改正に

ついての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今野経済文化振興課長。 

（経済文化振興課長 今野 聖貴君 登壇） 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） 議案第４号の提案理由についてご説明申し上げます。議案

集は５頁になります。新旧対照表は別冊の資料の９頁及び１０頁になります。今回の条例改正

については昨年１１月に美瑛町立病院から購入しました医師住宅を体験住宅として使用すべ

く、改修整備を進めてきたところです。改修整備が終わり、新たに体験住宅として運用を開始

するため、本条例の一部を改正するものです。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

続きまして別冊資料をご覧ください。資料については９頁になります。改正の要旨について

は先ほどご説明したとおりです。改正の概要ですが、一つは名称及び位置の追加になります。

もう一つについては使用料の規定を追加するものでございます。以上で議案第４号の提案理由

の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。改正条例全文についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第９、議案第４号の件を採決します。議案第４号、美瑛町二地域居住体験住宅

条例の一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 
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（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第４号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０ 議案第６号 専決処分について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１０、議案第６号、専決処分について承認を求める件を議題と

します。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

鈴木総務課長。 

（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君） 議案第６号の提案理由についてご説明申し上げます。議案集は７頁

から２０頁になります。今回の専決処分につきましては、北海道市町村総合事務組合規約の制

定並びに廃止について平成３１年１月２８日に専決しましたので、地方自治法の規定により報

告し、承認をお願いするものです。専決した内容についてですが、北海道市町村総合事務組合

は、北海道の各市町村、一部事務組合及び広域連合を構成団体とし、消防法や水防法に基づく

応急、救急業務に従事したものに係る損害補償に関する事務や、公務災害に対する事務を共同

で処理する事務組合で、自治法上では共同処理する事務と共同処理する構成団体が事務ごとに

異なる複合的一部事務組合となっております。この度、総務省の方から構成員となっている団

体のうち、三つの一部事務組合が自治法上の複合的一部事務組合に加入できない団体との指摘

を受け、現行規約のままでは構成員となっている三つの一部事務組合が公務災害があった場合

に、その者の損害補償の事務処理ができなくなることから、これを救済すべく手続上、現行規

約を廃止し、別表から３団体を削除し新たに３団体に対する事務処理の受託ができるよう、新

規約の制定の専決をしたものでございます。それでは最初に議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次の頁、９頁をお開き願います。別紙１として新しく制定となる北海道市町村総合事務組合

規約で全１５条からなる条文と別表二つの表からなる組合規約となります。冒頭の提案理由で

申し上げておりますが、簡単に内容を説明します。地方自治法上構成団体となれない一部事務

組合の３団体を一度、構成員から除いて、新たにこの３団体に対する事務処理の受託ができる

よう、議案書の１１頁になりますが、規約第１４条に事務の受託を追加して明記し、同じく１

１頁下段の附則第２項で現行の北海道市町村総合事務組合規約の廃止を行います。 

次に、平成３０年度中に構成団体の名称が変更または解散した団体がありますので、それら

を１２頁からの別表第１及び１５頁からの別表第２で整理したものでございます。 

以下、別紙１の説明は省略させていただきます。 
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次に、資料の説明をいたします。別冊資料の１１頁、１２頁。こちらに、北海道市町村総合

事務組合規約の新旧対照表があります。この表に構成団体となっていた一部事務組合３団体の

削除と構成団体の名称が変更または解散となった団体の部分をアンダーラインで示しておりま

す。こちらについては、後ほどご高覧願います。別冊資料の説明はこれで終わらせていただき

ます。以上で議案第６号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第６号の件を採決します。議案第６号、専決処分について承認を

求める件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第６号の件は承認をすることに決定をしました。 

 

日程第１１ 議案第７号 専決処分について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１１、議案第７号、専決処分について承認を求める件を議題と

します。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

鈴木総務課長。 

（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君） 議案第７号の提案理由についてご説明申し上げます。議案集は２１

頁から２７頁になります。今回の専決処分については、平成３０年度美瑛町一般会計補正予算

第１０号について平成３１年２月１日に専決しましたので、地方自治法の規定により報告し承

認をお願いするものです。専決した補正の内容については、本年に入り降雪量が多くなり、除

排雪に要する経費が不足することから除排雪委託料の追加を補正したものでございます。それ

では最初に議案を朗読します。 

（議案の朗読を省略する） 

次に歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出から説明します。２６頁をお開き願います。歳出、
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第８款土木費、第２項道路橋梁費、第４目除雪対策費、補正額２０００万円の追加です。除雪

対策事業、除排雪経費不足に伴う委託料の追加です。 

次に歳入について説明します。２４頁をお開き願います。歳入、第９款地方交付税、第１項

地方交付税、補正額３８３万６０００円の追加です。普通交付税、地方交付税のうち、特別交

付税を除いた普通交付税は交付決定額４２億３０００万４０００円で、今回の補正による補正

済み額は４２億１８３万６０００円となり、補正後の財源保留額は２８１６万８０００円を保

留財源としております。 

第１８款繰越金、第１項繰越金、補正額１６１６万４０００円の追加。前年度繰越金、今回

の専決補正で保留していた繰越金は全額計上しております。２３頁の第１表歳入歳出予算補正

についての説明は省略させていただきます。以上で議案第７号の提案理由の説明を終わります。

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。議案集２４頁から２７頁まで。はじめに平

成３０年度美瑛町一般会計補正予算の歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入歳出全款につい

て質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次に進みます。 

次に議案集２１頁から２３頁まで。議案第７号、本文並びに平成３０年度美瑛町一般会計補

正予算の条文及び第１表歳入歳出予算補正について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第１１、議案第７号の件を採決します。議案第７号、専決処分について承認

を求める件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第７号の件は承認をすることに決定をしました。 

１０時４５分まで休憩します。 

休憩宣告（午前１０時２４分） 

再開宣告（午前１０時４５分） 
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日程第１２ 議案第 ８ 号 平成３０年度美瑛町一般会計補正予算について 

日程第１３ 議案第 ９ 号 平成３０年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算について 

日程第１４ 議案第１０号 平成３０年度美瑛町農業研修施設事業特別会計補正予算について 

日程第１５ 議案第１１号 平成３０年度美瑛町白金泉源事業特別会計補正予算について 

日程第１６ 議案第１２号 平成３０年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算について 

日程第１７ 議案第１３号 平成３０年度美瑛町水道事業会計補正予算について 

日程第１８ 議案第１４号 平成３０年度美瑛町立病院事業会計補正予算について 

 

○議長（濱田洋一議員） 休憩前に続いて会議を再開します。 

日程第１２、議案第８号、平成３０年度美瑛町一般会計補正予算についての件、日程第１３、

議案第９号、平成３０年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算についての件、日程第１

４、議案第１０号、平成３０年度美瑛町農業研修施設事業特別会計補正予算についての件、日

程第１５、議案第１１号、平成３０年度美瑛町白金泉源事業特別会計補正予算についての件、

日程第１６、議案第１２号、平成３０年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算についての

件、日程第１７、議案第１３号、平成３０年度美瑛町水道事業会計補正予算についての件及び

日程第１８、議案第１４号、平成３０年度美瑛町立病院事業会計補正予算についての件を一括

議題とします。これから、各議案の提案理由の説明を求めます。はじめに議案第８号について

の提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、鈴木総務課長。 

（総務課長 鈴木 貴久君 登壇） 

○総務課長（鈴木貴久君） 議案第８号の提案理由についてご説明申し上げます。議案集は２８

頁から７０頁になります。今回の補正は、各種事業における事業費確定に伴う歳入歳出予算の

増減及び基金、補助金、交付金などの財源調整をあわせて行い、また、灯油等燃料単価などの

高騰に伴う施設の燃料、光熱水費の追加などを主な補正内容としております。他に特記すべき

は、まちづくり寄附金増に伴う返礼品費用などの追加。新規で地域資源展示交流施設整備事業

の追加。除雪対策費用、町営住宅及び美馬牛小学校の給水ポンプの修繕費の追加。財源確保に

伴う公共施設等整備基金への積み立て及び寄附金件数増に伴い、まちづくり基金に積み立てを

行う追加でございます。最初に議案条文を朗読し、その後補正の内容を説明いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

最初に歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出から説明します。４３頁をお開き願います。歳

出、第２款総務費、第１項総務管理費、第２目一般管理費、補正額３２０万４０００円の追加。
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一般管理事業、まちづくり寄附金件数増に伴う返礼品、広報発送費用の追加です。第３目広聴

広報費、補正額６５万７０００円の追加。広報発行事業、広報紙作成頁数の増に伴う印刷製本

費の追加です。第５目財産管理費、補正額１５９万６０００円の追加。庁舎維持管理事業、燃

料単価増による庁舎燃料費Ａ重油の追加です。第７目地域振興費、補正額１４１２万６０００

円の減額。丘のまちびえい活性化協会補助金及び海外交流事業は、事業費確定による減額と交

付金充当基金の財源調整で、それぞれの減額。クラウドファンディング事業は、事業費確定に

伴う企業手数料２９０万円の減額です。第９目火山情報センター費、補正額２４万６０００円

の追加。火山情報センター管理運営事業は、燃料単価増によるセンターの燃料費の追加でござ

います。次の頁になります。第１０目災害対策費、補正額１４３万３０００円の減額。自主防

災組織推進事業は、自主防災組織からの防災士研修講座参加見送りに伴う４０万７０００円の

減額。全国瞬時警報システム更新事業は、Ｊ－ＡＬＥＲＴ更新にした事業費確定に伴う１０２

万６０００円の減額です。第１２目諸費、補正額９７３万２０００円の追加。地上デジタル放

送受信障害対策事業は電気料不足による６０００円の追加。過年度歳入過誤納還付金は、前年

度の土木災害復旧事業交付金等の確定に伴う納付金で２２７万１０００円の追加。まちづくり

寄附管理事業は、ふるさと納税に伴う報償返礼品と公金代納システム利用料７４５万５０００

円の追加です。第４項選挙費、第２目知事道議会議員選挙費、補正額７９万４０００円の追加。

知事道議会議員選挙事業、選挙日確定に伴う平成３０年度分の当該選挙に係る費用の追加でご

ざいます。次の頁になります。第３款民生費、第１項社会福祉費、第２目高齢者福祉費、補正

額４０万３０００円の追加。高齢者団体支援事業は、老人クラブ運営補助金確定に伴う減額及

び充当基金の財源調整で５９万７０００円の減額。除排雪サービス事業は対象者及び事業業務

量の増に伴う委託料１００万円の追加です。第３目障害者福祉費、補正額３５４５万６０００

円の追加。人工透析患者交通費助成事業は、透析患者増加に伴う交通費助成金３万６０００円

の追加。更正医療給付事業は、受給者増加に伴う扶助費３８４万９０００円の追加。障害者福

祉管理事業は新規認定者増加に伴う障害区分認定主治医意見書作成委託料３万２０００円の追

加。障害者自立支援給付費は、障害福祉サービス利用者増に伴う扶助費３１０１万２０００円

の追加。地域生活支援事業は、移動支援日中一時支援事業利用者増に伴う委託料５２万７０

００円の追加です。第４目福祉センター費、補正額２２万４０００円の追加。福祉センター管

理運営事業、燃料単価増に伴う指定管理委託料の追加でございます。第５目いきいきセンター

費、補正額４万２０００円の追加。いきいきセンター運営事業、燃料単価増に伴うセンターの

燃料費の追加です。第７目地域支援事業費、補正額９７万９０００円の追加。包括的支援事業

任意事業は、在宅寝たきり者等介護用品購入助成対象者数の増加に伴う助成金の追加でござい

ます。次の頁になります。第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費、補正額６２４万５００

０円の減額。児童手当支給事業は手当の支給対象者確定に伴う扶助費１２６３万円の減額。子
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ども子育て支援事業は事業費確定による減額と充当基金の財源調整で５０００円の減額。美瑛

町一時預かり幼稚園型事業は、一時預かり利用者増に伴う補助金１９万９０００円の追加。施

設型給付費事業は、幼稚園利用者の増及び公定価格改定に伴う給付費２１５万５０００円の追

加、認定こども園整備事業は、交付金確定による補助金の追加と交付金、起債の財源調整で４

０３万６０００円の追加です。第２目保育所費、補正額１９１万１０００円の減額。保育セン

ター管理運営事業は、燃料費単価増に伴うセンター燃料費及び電気料の追加と貯湯槽給水管と

子ども用トイレの修繕及び人件費精査による指定管理委託料の減額でございます。第３目へき

地保育所費、補正額９８４万５０００円の減額。へき地保育所管理運営事業は、美馬牛保育所

休所に伴う人件費管理経費等の指定管理委託料及び各へき地保育所の事業費の精査による９５

８万１０００円の減額。美沢へき地保育所建設事業は、保育所建設実施設計委託料額確定によ

る２６万４０００円の減額です。次の頁になります。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１

目保健衛生総務費、補正額３０８０万３０００円の減額。老人保健施設事業特別会計繰出金及

び大雪地区広域連合負担金はいずれも事業費及び負担金確定に伴う減額でございます。第２目

保健指導費、補正額１６９万７０００円の減額。保健指導管理事業は、臨時職員稼働時間数減

少による賃金４６万８０００円の減額。妊婦健診事業は、妊婦健診受診者数減少及び特定不妊

治療助成者数増加によるもので３万７０００円の追加。先天性股関節脱臼検診事業は、出生数

減少による検診委託料１２万円の減額。健やか未来応援事業は、同様に出生数減少による報償

費の減と充当基金の財源調整で４１万円の減額。産後母子ケア費用助成事業は、産婦検診対象

者数減による委託料及び出生数減少による助成金７３万６０００円の減額です。第３目予防費、

補正額３４３万２０００円の減額。予防接種事業、予防接種実績見込み者数減による委託料の

減額です。第４目保健センター費、補正額４５万４０００円の追加。保健センター管理運営事

業、燃料費単価増に伴う燃料費及び電気料の追加です。第５目医療扶助費、補正額５４９万６

０００円の追加。医療費扶助事業、各種医療費の増加に伴う扶助費の追加です。次の頁になり

ます。第２項清掃費、第１目清掃総務費、補正額７６万２０００円の減額。大雪清掃組合負担

金、事業費確定に伴う負担金の減額です。第２目塵芥処理費、補正額２８２万９０００円の減

額。一般廃棄物収集事業、業務委託入札減に伴う減額でございます。第３目し尿処理費、補正

額５３万５０００円の減額。浄化センター管理運営事業、燃料単価増に伴う燃料費、電気料の

追加と、し尿収集業務等委託料の確定に伴う減額でございます。次の頁になります。第６款農

林水産業費、第１項農業費、第２目農業振興費、補正額３３２７万３０００円の減額。農業研

修施設事業特別会計繰出金は、農業担い手研修センターの整備に係る繰出金確定見込みによる

１４３９万８０００円の減額。中山間地域等直接支払制度交付金は、対象面積確定による交付

金７９万６０００円の減額。農業次世代人材投資事業は、前年度の所得超過及び移動に伴い、

４３５万４０００円の減額。美瑛町農業振興機構負担金は、事業費確定による減額及び地方創



 

－ 23 － 

生推進交付金充当による財源調整で３６９万２０００円の減額。経営所得安定対策等推進事業

補助金は、補助金の採択による８万円の追加。６の馬鈴薯受入選別施設整備補助事業から１０

の小麦フォーラム補助事業までの５事業は、いずれも事業費確定によるそれぞれ右欄記載の額

を減額するものでございます。第３項林業費、第１目林業費、補正額６１２万６０００円の追

加。森林整備地域活動支援推進補助事業は、事業実施取り下げによる補助金３５０万円の減額。

未来につなぐ森づくり推進補助事業は、造林事業上乗せ増による補助金９９４万１０００円の

追加。木質再生エネルギー推進事業は、事業費確定による減額及び充当した基金の財源調整で

３１万５０００円の減額です。第２目町有林管理費、補正額４３１万６０００円の減額。森林

環境保全整備事業は、事業面積確定による減額です。次の頁になります。第７款商工費、第１

項商工費、第２目商工業振興費、補正額６７０万２０００円の追加。企業振興促進補助事業は、

企業への雇用助成補助金７７万円の追加。地域資源展示交流施設整備事業は、中町１丁目の旧

店舗土地建物取得費６００万１０００円の追加。美瑛町商店街活性化事業は。事業費確定に伴

う減額及び地方創生推進交付金、充当した基金の財源調整で６万９０００円の減額です。第３

目観光費、補正額４１４万５０００円の追加。四季の情報館管理運営事業は、情報館の光熱水

費及び指定管理料の追加による４７７万８０００円の追加。保養センター管理運営事業は、燃

料単価増に伴う燃料費３９万６０００円の追加。その他観光施設等管理事業は、各施設の電気

代不足による７万３０００円の追加。４の観光振興対策事業及び５の北海道大学連携事業は、

事業費確定によるそれぞれの減額。体験型宿泊交流施設整備事業は、事業費確定による減額と

充当財源の調整で５７万２０００円の減額です。第４目交流促進施設費、補正額８８万７００

０円の追加。交流促進施設管理運営事業は、ホテルラヴニールの室外機コンプレッサー、室内

機の基盤などの修繕費と電気料不足による指定管理委託料の追加です。第５目ビルケの森費、

補正額８２万７０００円の追加。ビルケの森管理事業は電気料、燃料費等不足による指定管理

委託料の追加です。次の頁になります。第６目イベント推進費、補正額１４万円の追加、イベ

ント推進事業は圧雪車のミル雪ならし板破損に伴う修繕料の追加です。第７目移住対策費、補

正額４０６万１０００円の減額。移住対策事業から、１番下の４の移住定住促進住宅整備事業

までの４事業、いずれも事業費確定による減額と地方創生推進交付金、充当した基金の財源調

整で、それぞれの事業費の減額でございます。第８目活性化交流施設費、補正額３６７万９０

００円の減額。活性化交流施設管理運営事業は、ビエールのカラマツチップ購入減に伴う事

業費確定による指定管理委託料の減額です。次の頁になります。第２項文化スポーツ振興費、

第２目生涯学習推進費、補正額１４２万９０００円の減額。人づくり育成事業は、少年少女道

外研修の事業費確定による補助金の減額及び充当した基金の財源調整です。第３目町民センタ

ー費、補正額７１万１０００円の追加。町民センター管理運営事業は、燃料単価増による燃料

費の追加でございます。第４目郷土学館費、補正額２７１万８０００円の減額。美瑛学推進事
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業は、事業費確定による減額と充当した基金の財源調整です。第６目保健体育総務費、補正額

２５万円の追加。町民スキーリフト助成事業、助成対象者増による補助金の追加でございます。

第７目保健体育施設費、補正額１２５万５０００円の減額。町民プール建設事業は、事業費確

定による減額と充当した基金の財源調整で２０５万２０００円の減額。スポーツセンター管理

運営事業は、燃料単価増に伴う燃料費、電気料の追加と備品購入に係るスポーツ振興補助金の

財源調整でございます。次の頁になります。第８款土木費、第１項土木管理費、第１目土木総

務費、補正額１１３万４０００円の減額。都市計画マスタープラン策定事業、業務委託料確定

に伴う減額と充当した基金の財源調整です。第２項道路橋梁費、第１目道路維持修繕費、補正

額２８万６０００円の減額。街路樹等景観整備事業、樹木剪定業務委託料確定に伴う減額と充

当基金の財源調整及び景観整備工事費の減額でございます。第２目道路新設改良費、補正額３

２３０万６０００円の減額。１の朗根内上俵真布線道路改良舗装事業から９の白金美瑛支線両

泉橋架換事業までの９事業は、それぞれの道路改良舗装工事、架換工事の事業費確定に伴う減

額と交付金、地方債の財源調整によるそれぞれの事業、右欄に記載している額の減額でござい

ます。次の頁になります。第３目橋梁維持修繕費、補正額４７１万６０００円の減額。橋梁維

持修繕事業、事業費確定による減額です。第４目除雪対策費、補正額３５００万円の追加。除

雪対策事業、除排雪委託料の追加です。第４項都市計画費、第１目街路事業費、補正額９万９

０００円の減額。美瑛駅前広場整備事業、事業費確定による減額と充当した基金の財源調整で

す。第２目公共下水道費、補正額２３０６万６０００円の減額。公共下水道事業特別会計繰出

金、繰越金計上による繰出金の減額です。第３目公園費、補正額３８８万５０００円の減額。

１の公園維持管理事業から３の憩ヶ森公園改修事業までの３事業は、事業費確定による減額と

交付金及び充当した基金の財源調整で、それぞれ右欄記載の額を減額するものでございます。

第５項住宅費、第１目住宅管理費、補正額１７３万２０００円の追加。町営住宅管理事業は、

町営住宅の一般修繕費用で１７４万円の追加。定住促進住宅改修事業は、事業費確定及び地方

創生推進交付金の財源調整で８０００円の減額です。第２目住宅建設費、補正額１６６万６０

００円の減額。憩町団地解体事業及び南町団地改修事業、いずれも事業費確定、財源調整によ

る右欄記載の額を減額するものでございます。次の頁になります。第９款消防費、第１項消防

費、補正額７１６万２０００円の減額。大雪消防組合負担金は人件費等事業費整理による減額

でございます。第１０款教育費、第１項教育総務費、第１目教育委員会費、補正額３万円の追

加。教育委員会管理運営事業、慶弔費増に伴う交際費の追加です。第３目学校給食費、補正額

９６万４０００円の追加。学校給食管理運営事業、プロパンガス使用料増に伴う追加。明徳小

学校給食室の窓枠建付け修繕料の追加と給食費無償化交付金の減額でございます。第５目通学

自動車運行費、補正額０円。国庫補助金の追加交付と充当した地方債との財源調整でございま

す。第２項小学校費、第１目学校管理費、補正額２４９万円の減額。小学校管理運営事業は、
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燃料単価増による燃料費及び水道下水道使用料増加による追加と美馬牛小学校の給水ポンプ

更新工事で５０１万円の追加。明徳小学校改修事業は、工事見直し精査により改修実施計画未

実施による７５０万円の減額です。第３項中学校費、第１目学校管理費、補正額２０１万６０

００円の追加。中学校管理運営事業、燃料単価増に伴う燃料費及び電気料の追加です。第２目

教育振興費、補正額３３万７０００円の減額。キャリア教育推進事業、中学生の道内研修事業

費確定による減額及び補助金の追加と基金の財源調整です。次の頁になります。第１１款公債

費、第１項公債費、第２目利子、補正額１１２８万６０００円の減額。起債償還利子及び一時

借入金等利子、起債償還利子の確定及び借入金額の減少による減額でございます。第１２款諸

支出金、第１項普通財産取得費、第１目公共施設等整備基金費、補正額９０００万円の追加。

公共施設等整備基金の運用管理事業、財源確保による積立金の追加でございます。第５目福祉

基金費、補正額８９６万円の追加。福祉基金の運用管理事業、同様に財源確保により積立金の

追加です。第８目丘のまちびえいまちづくり基金費、補正額５５３６万８０００円の追加。丘

のまちびえいまちづくり基金の運用管理事業、ふるさと納税まちづくり寄附金２０５１件分の

追加でございます。第２項公営企業費、第１目上水道事業補助金、補正額８２万８０００円の

追加。上水道事業補助金、事業費確定による上水道補助金の追加です。第３目病院事業負担金、

補正額７０万円の減額。病院事業建設改良費負担金、医療機器購入費額確定による減額です。

第１３款災害復旧費、第２項農林業施設災害復旧費、第１目農業施設災害復旧費、補正額１２

８万７０００円の減額。農業施設災害復旧事業は、事業費確定による減額及び補助金、地方債

などの財源調整です。 

歳出の説明を終わり、次に歳入の説明をいたします。３３頁にお戻り願います。３３頁にな

ります。歳入、第１款町税、第１項町民税から第５項の入湯税までの町税の補正計、１番上に

なりますが、３０１７万３０００円の追加。それぞれ税目ごとの課税実績による追加及び減額

でございます。第９款地方交付税、第１項地方交付税、補正額３３４５万２０００円の追加。

普通交付税です。普通交付税のうち、特別交付税を除いた普通交付税は新たに５２８万４００

０円の追加交付があり、当初決定額と合わせた普通交付税の額は４２億３５２８万８０００円

となり、今回の補正により全額計上しております。第１３款国庫支出金、第１項国庫負担金、

第１目民生費負担金、補正額１０９９万円の追加。障害者自立支援給付費等負担金は、福祉サ

ービス事業費の２分の１分国庫負担金、１５５０万６０００円の追加。障害者医療費負担金は、

受給者増に伴う国庫負担金１９２万４０００円の追加。児童手当負担金、支給対象者確定によ

る７０１万５０００円の減額。施設型給付費等負担金は、幼稚園利用者の増加及び公定価格改

定による５７万５０００円の追加です。第２目衛生費負担金、補正額３７万円の減額。国民健

康保険基盤安定負担金、国保料軽減分の交付額決定に伴う減額でございます。第２項国庫補助

金、第１目総務費補助金、補正額９１万８０００円の減額。地方創生推進交付金、各種事業に
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充当した事業費の精査による減額でございます。第２目民生費補助金、補正額８９２万５００

０円の追加。地域生活支援事業費補助金は、利用者増に伴う補助金の確定によるもの、子ども

子育て支援交付金は、一時預かり利用者増による交付金６万６０００円の追加。認定こども園

施設整備交付金及び保育所等整備交付金は、交付金確定によりそれぞれの増減となります。第

３目衛生費補助金、補正額３０万６０００円の追加。高齢者医療制度円滑運営事業費補助金、

事業実施による追加された国庫補助金でございます。次の頁になります。第４目土木費補助金、

補正額３３５３万６０００円の減額。１の朗根内上俵真布線道路改良舗装事業交付金から９の

美望ヶ原ビルケ線道路改良舗装工事交付金までの９事業及び丸山公園改修事業交付金、憩町団

地解体事業交付金、いずれの事業も事業費確定による交付金の追加及び減額で、それぞれ右欄

の金額の増減になります。第５目教育費補助金、補正額２３万円の追加。へき地児童生徒補助

金、スクールバス整備に要した国庫補助金の追加でございます。第３項国庫委託金、第１項総

務費委託金、補正額１８万７０００円の追加。十勝岳火山砂防情報センター管理業務委託金、

燃料費追加補正の７５．８パーセント分の国庫委託金の追加です。第１４款道支出金、第１項

道負担金、第１目民生費負担金、補正額７２８万５０００円の追加。障害者自立支援給付費等

負担金は、福祉サービス事業費の４分の１分道負担金７７５万３０００円の追加。障害者医療

費負担金は、受給者増に伴う道負担金９６万２０００円の追加。児童手当負担金は支給対象者

確定に伴う道負担金２０５万５０００円の減額。施設型給付費等負担金は、幼稚園利用者の増

及び公定価格改定による道負担金６２万５０００円の追加です。第２目衛生費負担金、補正額

５８６万８０００円の減額。国民健康保険基盤安定負担金及び後期高齢者医療保険基盤安定負

担金は、いずれも交付額決定によるそれぞれの額の減額でございます。第２項道補助金、第２

目民生費補助金、補正額１８万９０００円の追加。老人クラブ運営費補助金は補助金額確定に

よる８０００円の減額。地域生活支援事業費補助金は、利用者増に伴う補助金１３万１０００

円の追加。子ども子育て支援交付金は、一時預かり利用者増による交付金の追加です。第３

目衛生費補助金、補正額１００万円の追加。重度心身障害者医療給付事業補助金及び乳幼児等

医療給付事業補助金、いずれも医療費増に伴う道補助金のそれぞれの追加でございます。次の

頁になります。第４目農林水産業費補助金、補正額４３０万５０００円の減額。中山間地域等

直接支払制度交付金は、対象面積確定による５９万８０００円の減額。農業次世代人材投資資

金交付金及び強い農業づくり交付金は、事業費確定によりそれぞれの交付金の減額。経営所得

安定対策等推進事業補助金は、補助金採択による８万円の追加。農山漁村振興交付金は、事業

費確定による２５０万円の減額です。森林整備地域活動支援推進事業補助金は、事業を取り下

げ、未実施による２７０万１０００円の減額。未来につなぐ森づくり推進事業補助金は、事業

費追加による６１１万８０００円の追加。森林環境保全整備事業補助金は、事業費確定による

２９３万４０００円の減額。林業木材産業構造改革事業補助金は、町民プール木質ボイラー
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建設分の補助金確定による３１７万円の追加です。第５目商工費補助金、補正額１１０万円の

減額。地域づくり総合交付金、町民プール建設に係る補助金確定による減額でございます。第

６目教育費補助金、補正額８万４０００円の追加。北海道学校家庭地域連携協力推進事業

費補助金、中学生のキャリア教育推進事業補助金採択による追加でございます。第７目災害復

旧費補助金、補正額１０４万６０００円の追加。農業施設災害復旧費補助金、災害復旧事業費

確定による補助金の追加です。第３項道委託金、第１目総務費委託金、補正額７９万４０００

円の追加。知事道議会議員選挙委託金、選挙費追加補正に係る道委託金の追加です。第１６款

寄附金、第１項寄附金、補正額５６８１万８０００円の追加。まちづくり寄附金は２０５１件

分、５５３６万８０００円の追加です。まちづくり寄附金は１月３０日現在、申し込み件数４

３８９件で寄附額の合計は１億２４８９万９０００円となり、１億円を超えております。次に

第２番目、企業版ふるさと納税寄附金は、２つの企業からの寄附金２０万円の追加。３、ガバ

メントクラウドファンディング寄附金は、青い池周辺整備に係る寄附金６９件分で１２５万円

の追加です。第１７款繰入金、第１項繰入金、補正額９１３万１０００円の減額。１の公共施

設等整備基金繰入金から、５の人づくり育成基金繰入金までの基金繰入金はそれぞれの基金か

らの繰入した事業費の確定精査による増減でございます。次の頁になります。第１９款諸収入、

第５項雑入、補正額７０万１０００円の減額。地域支援事業包括的支援事業及び任意事業交付

金は、交付金対象事業費の増による９７万９０００円の追加。青い池周辺環境整備協力金は、

青い池等に設置した募金８６万円の追加。農業施設災害復旧事業負担金は、事業実施農家負担

金２万１０００円の減額。その他雑入は、コピー印刷代２万８０００円の減額。スポーツ振興

助成金は、助成金の確定による２４９万１０００円の減額です。第２０款町債、第１項町債、

第１目総務債、補正額１００万円の減額。総務管理債、緊急防災減災、全国瞬時警報システム

更新事業は、Ｊ－ＡＬＥＲＴ事業費確定による減額でございます。第２目民生債、補正額４６

０万円の減額。社会福祉債、過疎対策、認定こども園整備事業債は国庫補助金増による地方債

４３０万円の減額。辺地対策、美沢へき地保育所整備事業債は実施設計委託料確定による３０

万円の減額です。第４目農林水産業債、補正額１９６０万円の減額。農業債、過疎対策ソフト

分、農業支援対策事業債から３番目の過疎対策、馬鈴薯受入選別施設整備補助事業債までの３

事業は、いずれも事業費確定による右欄記載の地方債の額を減額するものでございます。第５

目商工債、補正額２３０万円の減額。商工債、辺地対策、体験型宿泊交流施設整備事業債、当

該事業を一般財源に振り替えて実施したことによる減額でございます。第６目土木債、補正額

２７０万円の減額。道路橋梁債、１の辺地対策、朗根内上俵真布線道路整備事業債から７番目

の辺地対策、白金美瑛支線両泉橋架換事業債までの７事業の道路橋梁債は、それぞれの事業の

事業費確定による右欄記載の地方債の増減となります。次の頁になります。第７目教育債、補

正額８２０万円の減額。教育総務債、過疎対策、スクールバス整備事業債は国庫補助金追加に



 

－ 28 － 

よる地方債３０万円の減額。過疎対策ソフト分、学校給食支援事業債は事業費確定による４０

万円の減額です。小学校債、辺地対策、明徳小学校改修事業債は工事見直し精査で未実施によ

る減額です。第８目病院事業債、補正額７０万円の減額。病院事業債、医療機器購入額確定に

よる減額です。第９目臨時財政対策債、補正額３２５万円の追加。臨時財政対策債、額確定に

よる減額です。第１０目災害復旧債、補正額５０万円の減額。農林業施設災害復旧債、同様に

額確定による減額です。 

歳入の説明を終わり、３１頁の第２表の地方債補正になります。３１頁にお戻り願います。

地方債の総額、３２頁の下に計が載ってございます。１５億７４７０万円から３６３５万円を

減額し、変更後の地方債の総額を１５億３８３５万円とするものでございます。起債の目的、

変更前限度額、変更後限度額のみ申し上げ、個別の事業名は省略します。第２表地方債補正、

変更、起債の目的、緊急防災減災事業、変更前限度額４５０万円、変更後限度額３５０万円。

辺地対策事業、変更前限度額４億７２１０万円。変更後限度額４億５９６０万円。過疎対策事

業、変更前限度額８億６４１０万円。変更後限度額８億３８５０万円。次の頁になります。臨

時財政対策債、変更前限度額２億２９８０万円。変更後限度額２億３３０５万円。災害復旧事

業、変更前限度額４２０万円。変更後限度額３７０万円。地方債合計、変更前限度額１５億７

４７０万円。変更後限度額１５億３８３５万円です。なお、起債の方法、利率及び償還方法に

ついての変更はありません。２９頁と３０頁の第１表歳入歳出予算補正については説明は省略

します。以上で議案第８号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） 次に議案第９号についての提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、平間保健福祉課長。 

（保健福祉課長 平間 克哉君 登壇） 

○保健福祉課長（平間克哉君） それでは、議案第９号の提案理由につきましてご説明を申し上

げます。議案集は７１頁から７６頁になります。このたびの補正予算は歳出では工事請負の入

札減の整理、一時借入金利子の確定による減額補正、歳入では貸付金元利収入の減及び繰越金

の確定に伴う補正と繰入金の整理によるものです。はじめに、議案条文を朗読させていただき

ます。議案集７１頁をお開き願います。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。はじめに歳出からで

す。議案集７５、７６頁をお開き願います。歳出、第１款施設事業費、第１項管理費、第１目

一般管理費、補正額１６万３０００円の減。施設補修工事に関する入札減による減額補正です。

第２款公債費、第１項公債費、第２目利子、補正額２万２０００円の減額。一時借入金利子の

確定による減額補正になります。 



 

－ 29 － 

次に歳入の説明をいたします。７３頁をお開きください。歳入、第２款繰入金、第１項繰入

金、第１目一般会計繰入金、補正額１０万８０００円の減額です。第２目老健特別会計繰入金、

補正額１０万８０００円の減額。財源調整による繰入金の減額補正です。第３款繰越金、第１

項繰越金、第１目繰越金、補正額５万３０００円の増額になります。繰越金の確定に伴う増額

補正となります。第４款諸収入、第１項貸付金元利収入、第１目貸付金元利収入、補正額２万

２０００円の減額。貸付金元利収入の確定による減額補正になります。７２頁の第１表歳入歳

出予算補正は説明を省略させていただきます。以上で議案第９号の提案理由の説明を終わりま

す。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） 次に、議案第１０号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

保田農林課長。 

（農林課長 保田 仁君 登壇） 

○農林課長（保田 仁君） 議案第１０号の提案理由につきまして、ご説明を申し上げます。議

案集につきましては７７頁から８２頁になります。はじめに７７頁をお開き願います。農業担

い手研修センター美進につきましては、平成２９年、３０年度に工事を施行し、昨年１１月３

０日に竣工し、１２月６日検定の上引き渡しを受け、１２月７日に完成記念式典を挙行したも

のであり、本年１月には指定管理を開始し、長期農業研修生３戸を受け入れ本格的に運営を開

始したものであります。今回の補正は、美進の整備工事が完了し、工事監理委託料及び整備工

事請負費が確定したことから、不用額について予算の減額をお願いするものです。以下、議案

を朗読をいたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明を申し上げます。最初に歳出からご説明

をいたします。８１頁をお開き願います。歳出、第１款農業研修施設費、第２項施設事業費、

第１目施設事業費、補正額２２６万２０００円の減額。美進の整備工事が完了し、工事監理委

託料及び整備工事請負費が確定したことから不用額について予算の減額をお願いするものです。 

次に歳入についてご説明をいたします。７９頁にお戻り願います。歳入、第１款使用料及び

手数料、第１項使用料、第１目農業技術研修施設使用料、補正額７２万６０００円の減額。み

のりの加工使用料及び町民農園使用料の実績見込みによる減額です。第２款道支出金、第１項

道補助金、第１目農業研修施設費補助金、補正額１９３万３０００円の減額。美進の整備工事

請負費が確定したことから、その財源である農山漁村振興交付金を減額するものです。第３款

財産収入、第１項財産売払収入、第２目物品売払収入、補正額８６万４０００円の追加。みの

りの古いトラクターを払い下げしたことにより、売り払い収入を追加するものです。第４款繰

入金、第１項一般会計繰入金、第１目一般会計繰入金、補正額１４３９万８０００円の減額。
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みのり及び美進の歳入歳出補正に伴う財源調整によるものです。第５款諸収入、第１項雑入、

第１目雑入、補正額１３９３万１０００円の追加。美進の農場整備工事の財源を中山間農業振

興事業予算から財源充当することによる追加です。７８頁の第１表歳入歳出予算補正について

は、説明を省略をさせていただきます。以上で議案第１０号の説明を終わります。よろしくお

願いを申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） 次に議案第１１号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

（水道整備室長 長野 克哉君 登壇） 

○水道整備室長（長野克哉君） それでは、議案第１１号の提案理由につきましてご説明を申し

上げます。議案集の８３頁から８８頁になります。はじめに８３頁をお開き願います。今回の

補正は歳入におきましては、泉源使用料の追加及び繰越金の額確定に伴う財源調整でございま

す。歳出におきましては、一般管理費における消費税納付金の減額、泉源管理費では嘱託職員

の異動に伴う不用額の整理と光熱水費の追加及び基金積立金の追加をお願いするものでござ

います。以下、議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出からご説明申し上げます。８７頁をお開き願い

ます。歳出で、第１款総務費、第１項総務管理費、補正額２６万６０００円の減額であります。

公課費で消費税及び地方消費税の額確定により、不用額を減額するものです。第２款泉源施設

費、第１項泉源管理費、補正額５万８０００円の減額であります。報酬で嘱託職員報酬の不用

額の減額と、需用費で光熱水費を追加をするものでございます。第４款基金積立金、第１項基

金積立金、補正額１６９万７０００円の追加であります。泉源井改修等に備えた基金積立金額

の追加でございます。 

次に歳入の説明を行います。８５頁をお開き願います。歳入で、第２款泉源使用料、第１項

使用料、補正額２１万５０００円の追加であります。実績見込みによる整理でございます。第

４款繰越金、第１項繰越金、補正額１１５万８０００円の追加であります。前年度繰越金の確

定によるものでございます。８４頁の第１表、歳入歳出予算補正については省略させていただ

きます。以上で議案第１１号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） はい、室長そのままお願いします。次に、議案第１２号についての提

案理由の説明を求めます。室長続けてください。 

○水道整備室長（長野克哉君） それでは、議案第１２号の提案理由につきまして、ご説明を申

し上げます。議案集の８９頁から９４頁になります。はじめに８９頁をお開き願います。今回

の補正は歳入におきましては、繰越金の額確定に伴う財源調整と消費税還付金の額確定に伴う
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雑入の追加。ストックマネジメント計画策定業務の事業費確定に伴う国庫補助金の減額をお願

いするものでございます。歳出におきましては、委託料及び原材料費で事業費の確定に伴う減

額及び光熱水費の追加。公債費では、起債償還利息の確定に伴う減額をお願いするものでござ

います。以下、議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出からご説明申し上げます。９３頁をお開き願いま

す。歳出で、第１款下水道事業費、第１項下水道管理費、第２目終末処理場管理費、補正額８

０４万円の減額であります。光熱水費の追加及び委託料、原材料費の確定に伴う減額でござい

ます。第２項事業費、第１目建設事業費、補正額１２０万４０００円の減額であります。スト

ックマネジメント全体計画策定業務に係る委託料の確定に伴う減額でございます。第２款公債

費、第１項公債費、補正額１５０万円の減額であります。起債償還利息の額確定による減額で

あります。 

次に歳入の説明を行います。９１頁をお開き願います。歳入で、第３款繰入金、第１項繰入

金、補正額２３０６万６０００円の減額であります。歳出補正に係る財源整理によるものでご

ざいます。第４款繰越金、第１項繰越金、補正額１１７７万５０００円の追加であります。前

年度繰越金の確定によるものでございます。第５款諸収入、第４項雑入、補正額１１４万９０

００円の追加であります。消費税及び地方消費税還付金の額確定に伴う追加でございます。第

７款国庫支出金、第１項国庫補助金、補正額６０万２０００円の減額であります。事業費確定

に伴う下水道事業補助金の減額でございます。９０頁の第１表、歳入歳出予算補正につきまし

ては省略させていただきます。以上で議案第１２号の提案理由の説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） はい。室長、そのままお願いします。次に、議案第１３号について提

案理由の説明を求めます。続けてください。 

○水道整備室長（長野克哉君） それでは、議案第１３号の提案理由につきまして、ご説明申し

上げます。議案集につきましては９５頁から９９頁になります。はじめに、９５頁をお開きく

ださい。今回の補正は、収益的支出では業務量確定に伴う不用額の整理と修繕費、賃借料、資

産減耗費、消費税納付金等の実績見込みによる追加をお願いするものでございます。収益的収

入では、営業収益では給水工事に係る材料売払収益等の追加と営業外収益では、業務量確定に

伴う整理をするものでございます。資本的収入及び資本的支出では、ともに事業費確定に伴う

減額をお願いするものでございます。以下、議案を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、平成３０年度美瑛町水道事業会計補正予算説明、収益的収入及び支出の支出よりご説

明申し上げます。９８頁をお開き願います。支出で、第１款水道事業費用、第１項営業費用、
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第１目原水及び浄水費、補正額１５万９０００円の追加。執行見込みに伴う燃料費、光熱水費

の追加と委託料の減額でございます。第２目配水及び給水費、補正額４５万６０００円の減額。

備消耗品費、委託料、原材料費における不用額の整理及び賃借料、修繕費の執行見込みに伴う

追加でございます。第３目総係費、補正額８万８０００円の減額。手当につきましては職員の

人件費に係る費用の追加と、委託料は執行残の整理でございます。第５目資産減耗費、補正額

５９７万３０００円の追加。工事完了に伴う構築物機械及び装置の除却費と量水器撤去に伴う

除却費でございます。第２項営業外費用、補正額９５万８０００円の追加。消費税及び地方消

費税の納付額見込みによる追加でございます。 

次に収入についてご説明いたします。９７頁でございます。収入で、第１款水道事業収益、

第１項営業収益、補正額６５万３０００円の追加。手数料、材料売払収益ともに給水装置工事

件数の増に伴う追加でございます。第２項営業外収益、第１目他会計負担金、補正額６万４０

００円の減額。検針徴収業務確定に伴う下水道会計負担金の整理でございます。第２目他団体

負担金、補正額３０万円の減額。消火栓修繕カ所が皆無であったことにより、大雪消防組合負

担金の整理でございます。第４目他会計補助金、補正額８６万６０００円の追加。一般会計補

助金の追加でございます。第５目長期前受金戻入、補正額１４８万円の追加。業務確定に伴う

整理でございます。第６目雑収益、補正額１１万７０００円の追加。消費税還付金等の追加で

ございます。次に、資本的収入及び支出の支出についてご説明申し上げます。９９頁になりま

す。支出で、第１款資本的支出、第１項建設改良費、補正額６５１万円の減額。事業完了に伴

う不用額の整理でございます。次に収入についてご説明いたします。収入で、第１款資本的収

入、第１項一般会計補助金、補正額３万８０００円の減額。旧簡易水道施設整備等に係る一般

会計補助金の額確定に伴う整理でございます。第２項工事負担金、補正額１７３万円の減額。

事業費確定に伴う減額でございます。第３項企業債、補正額３１０万円の減額。事業費確定に

伴う減額でございます。第５項国庫補助金、６万円の減額、実績見込みによる整理でございま

す。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３４７９万８０００円は、過年度分損益勘

定留保資金３４７９万８０００円で補てんするものとする。以上で議案第１３号の提案理由の

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（濱田洋一議員） 次に、議案第１４号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉町立病院事務局長。 

（町立病院事務局長 小杉 昌敏君 登壇） 

○町立病院事務局長（小杉昌敏君） 議案第１４号の提案理由につきましてご説明を申し上げま

す。議案集につきましては１００頁から１０４頁になります。今回の補正につきましては、今

年度は入院、外来ともに患者予定数が当初予定を下回る見込みとなったため、事業予定量の減
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員補正と、収益的収入及び支出では、収入においては入院及び外来患者数の予定量減少などに

よる医業収益の減額、手数料収入の増額による医業外収益の増額。支出においては、給与費、

材料費及び経費等の減額補正、資産整理による除却確定に伴う資産減耗費の増額補正及び引当

金繰入金の減額補正などをお願いするものです。最初に議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは収益的収入及び支出についてご説明を申し上げます。はじめに、収益的支出につい

てご説明いたします。１０３頁をお開き願います。第１款病院事業費用、第１項医業費用です。

第１目給与費、補正額３８５０万円の減。職員給与及び職員手当につきましては会計間異動等

に伴う減額で、賃金につきましては職員の採用減により減額するものです。また、法定福利費

につきましては各種負担金等の変更に伴う減額となります。第２目材料費、補正額１１５０万

円の減、薬品費診療材料費ともに廉価購入等に伴い減額するものです。第３目経費、補正額１

８６５万４０００円の減。消耗品から賃借料まで、執行見込みの減による減額です。第５目減

価償却費、補正額６６万８０００円の減、固定資産の処分等に伴い減額補正をするものです。

第６目資産減耗費、補正額１３２万円の増。除却資産の確定に伴い増額補正をするものです。

第８目引当金繰入金、補正額１３６万円の減。平成３１年６月期支給の期末勤勉手当に係る不

用額を減額するものです。 

次に収益的収入についてご説明申し上げます。１０２頁をお開き願います。第１款病院事業

収益、第１項医業収益です。第１目入院収益、補正額４０６３万２０００円の減。入院収益に

つきましては、今年度のこれまでの入院患者数が当初予定を下回って推移していることから、

年間の延べ入院患者見込み数を当初比で２３８５人減員し、これに伴い収益の減額をお願いす

るものです。第２目外来収益、補正額３０７０万円の減。外来収益につきましては、今年度の

これまでの外来患者数が当初予定を下回って推移しているところから、年間の延べ外来患者見

込み数を当初比で４７５３人減員し、これに伴い収益の減額をお願いするものです。第３目そ

の他医業収益、補正額７３万４０００円の増。医療相談収益につきましては文書料の増による

増額、室料差額収益、その他医業収益につきましては執行見込みによる減額です。次に、第２

項医業外収益です。第５目その他医業外収益、補正額３２万円の増。手数料収入による増額補

正です。次に、資本的収入及び支出についてご説明をさせていただきます。１０４頁をお開き

願います。はじめに資本的支出からご説明いたします。第１款資本的支出、第１項建設改良費、

第１目資産購入費３１８万３０００円の減。備品購入費の確定による減額になります。第２目

工事請負費７００万６０００円の増。火災警報機の取替につきましては昨年１１月の臨時議会

において、収益的支出の修繕費で追加補正をお認めいただいたところでありますが、医療施設

等災害復旧費補助金の該当事業となったことから、資本的支出の工事請負費に振りかえて予算

計上を行うものです。 
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次に資本的収入です。第１款資本的収入、第１項医療設備整備負担金、第１目医療設備整備

負担金７０万円の減。備品購入費の確定により減です。次に、第２項企業債です。第１目企業

債、７０万円の減、備品購入費の確定により企業債を減額補正するものです。次に、第４項国

庫補助金、第１目国庫補助金、補正額３１０万円の追加。火災警報機取替に係る医療施設等災

害復旧費補助金になります。以上で提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（濱田洋一議員） これで、７案件について提案理由の説明を終わります。 

午後１時まで休憩をします。 

休憩宣告（午前１１時５８分） 

再開宣告（午後 １時００分） 

○議長（濱田洋一議員） 休憩前に続いて会議を再開します。これより質疑を行います。はじめ

に、７案件に関連する事項についての総括質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで７案件に関連する事項の総括質疑を終わります。 

次に、議案第８号についての総括質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで議案第８号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第８号について質疑を行います。議案集４３頁から４６頁まで。はじめに平成３

０年度美瑛町一般会計補正予算の歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出、第２款総務費につい

て質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員） はい、２番中村です。２款１項５目の財産管理費、この中の燃料費の

高騰による１５９万６０００円ですね。庁舎維持管理費の内容について伺います。これは石油

製品ですね、高騰によって非常に町民も苦しんでいるわけですけども、町としてもですね、財

政、追加予算を圧縮する努力は当然必要なわけです。灯油高騰によるこの予算追加に対してで

すね、暖房の省エネ、それから、むだを省くだとか、様々な対策があると思うんですけどもね。

実際にそういうことを行っているのか、そしてそういう意見統一がされていて、決まりがあっ

てこういうふうにしようという意思統一があるのかどうか、伺います。 

（「はい」の声） 
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○議長（濱田洋一議員） はい、鈴木総務課長。 

○総務課長（鈴木貴久君） まず燃料費高騰になった、足りなくなった理由といたしまして、昨

年同時期に、この時期なんですけど、予算編成を行います。その時点での灯油単価が７０数円

で算出して、全公共施設について、予算をこの金額でやるということで統一して算出していま

す。今回、平成３０年度冬を越えまして今現在９２円ぐらいだと思いますけども、それまで上

がったために、今回このように灯油が足らなくなったということで補正になったわけでござい

ます。それで、灯油につきましては、これは化石燃料的なＡ重油であるとかというようなもん

ですから、この高騰に対処すべくこととしまして、昨年９月６日の北海道胆振東部地震におい

て、その後、２日間にわたるブラックアウトがありまして、その中で庁舎の中でも、町民の皆

様に呼びかけましたけれども、庁舎においても間引きして電灯をやるなどして、節電対策にな

ったわけでございます。こちら電気の方でございますけれども、電気においても電気をつくる

火力発電についても、化石燃料の灯油等をＡ重油等をたいて電気を発生してるということでご

ざいますので、電気の方も上がってるということでございます。町においては、今申し上げま

したように電気の方で間引きしながら、それぞれ必要最小限の電気として、庁舎内に呼びかけ

トイレの電気でもそうですし、いろいろと電気の縮減をお願いしたところでございます。以上

です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） ２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員） はい、去年の経験からですね、電力量を節約しようというそういうの

は、当然努力はあったと思います。しかし石油高騰はですね、石油資本はそういうふうに値上

げしているもんですからね。それを回避することは非常に難しい。私たち町民はですね、使わ

ない部屋は暖房を止めるんですね大体、設定を低くするか。庁舎の中においてもですね、あま

り使わない日常使わない会議室がかなりあるわけですね、そこは暖房は止めているんでしょう

けども、ドア開けておくと、やっぱり暖気が中に入ってしまうわけですね。そこから放熱がお

きます当然。そういうような工夫をですね。それからもう一つですね、環境省は地球温暖化対

策としてですね、暖房温度を２０℃にしなさいという推奨してるわけですね、北海道の場合で

すね、２０℃にするっていうことは厳寒期には難しいと思います。２０℃にせいと言いません

けどね、これから春にかけてですね、やはり２０℃っていう、２０℃でなくても、例えば１℃

とか１．５℃とかですね、やはり検討、ダウンする検討はやはり必要ではないかなと思うんで

すけどもね。その辺のお考えをお聞かせください。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 鈴木総務課長。 

○総務課長（鈴木貴久君） 庁舎のこのように電気料とか灯油とか高騰しているわけでございま
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す。今、中村議員言われたようにですね、庁舎内においても使ってない会議室について、廊下

からの暖気が行くように開けて、使わない時は開けております。それから、電気、使わない部

屋ですね、使ってない場合には、ちょこちょこ電気は消しておりますけども、戸を開けて対応

してると。それから、昨年庁舎の１階の玄関のところにエアカーテンを二つ、二台付けまして、

町民の皆様が入ってきて、職員の方もそうなんですけども、すぐ温度が寒く冷えないようにと

いうことで、エアカーテンに付けて対処してございます。今後いろんなことに対してですね、

できる限りは、対処していきたいと思っております。以上です。 

○議長（濱田洋一議員） はい、他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次、議案集の４７頁から５０頁まで。第３款民生費についての質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次に進みます。 

次に議案集５１頁から５４頁まで。第４款衛生費についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に議案集の５５頁及び５６頁。第６款農林水産業費についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に議案集の５７頁から６２頁まで。第７款商工費について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、１２番佐藤議員。 

○１２番（佐藤剛敏議員） はい、佐藤です。商工費５７頁、商工費、３目観光費の中の委託料

についてちょっとお伺いいたします。（１）の四季の情報館管理運営事業、これが４７７万８

０００円を増額するということでございますが、当初の予算におきましては、運営委託費につ

いては４１１万５１００円だったわけなんですが、これがこの倍以上にもなるということは、

燃料費だけでなく他の部分もあっての増額なのかお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 今野経済文化振興課長。 
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○経済文化振興課長（今野聖貴君） この四季の情報館管理事業の４７７万８０００円の内訳で

すが、光熱水費４０万５０００円と事務室の改修費の４３７万３０００円の合わせて４７７万

８０００円ということで、今回補正をお願いするものです。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） １２番佐藤委員。 

○１２番（佐藤剛敏議員） 事務所の改修費４３０万ということは、４月に工事を行った２階の、

３階だったかな、その２階の部分の観光協会が入ってる部屋の増改築ということでよろしいで

すか。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） 今野経済文化振興課長。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） これにつきましては、そのとおり２階の事務室の増改築と

いうことです。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） １２番佐藤議員。 

○１２番（佐藤剛敏議員） ＤＭＯが来た時に、あそこを当初の説明の話では手狭になるから、

あそこの改修するということは説明あったと思いますが、要するにあそこを町で工事をしなく

て、要するに観光協会が支出しているということですが、その分は税理士等と相談しながら、

要するに償却資産になるかならんかという部分も十分協議された上であれをやったというこ

とでしょうか。通常であればですね、４００万っていうのは修繕費の中でも、普通あそこの所

有者がやるのが通例でないかという僕は認識はしてるんですよ。普通５０万円以下だったら少

額になるんで、その分はその借りてる人、指定管理者がやるということは理解できるんですが、

その部分も含めた中で検討された中で、あの工事はされたのかどうかということなんです。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、今野課長。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） 工事につきましては指定管理の協定書の中でうたっており

ますので、甲乙ということで美瑛町と観光協会が協議のもとで、管理施設の修繕改造増築

移設については、実施するということで十分協議の中で改修工事を進めていって今回精算とい

う形になったということでございます。以上です。 

○議長（濱田洋一議員） 休憩します、暫時。 

休憩宣告（午後 １時１１分） 

再開宣告（午後 １時１１分） 

○議長（濱田洋一議員） それでは再開します。 

（「はい」の声） 
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はい、今野経済文化振興課長。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） そちらの方につきましては観光協会の方でですね、協議し

た中で税理士等と協議した中で今回このように改修工事を進めたということでご理解願いた

いと思います。以上です。 

○議長（濱田洋一議員） はい、他にありませんか。 

（「はい」の声） 

はい、７番野村議員。 

○７番（野村祐司議員） ７款１項８目、活性化交流施設費のナンバー１３委託料についてお伺

いをいたします。３６７万９０００円の減額補正でございまして、コストカットは非常に歓迎

されるところなんですが、おおむね３７０万近いコストカットについては、どのような要因で

コストカットできたのか、この辺お伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、今野課長。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） この３６７万９０００円の大部分、約２００万程度なんで

すけども、今回のチップ工場をつくりまして、チップの乾燥した中でのチップということで、

非常に含水率の低いチップをこの冬から購入できることができたと。今までチップの中でこう

燃料をたきながら乾かしていたという部分でありますんで、チップの単価が非常に３割程度落

ちたということで、このような補正予算になったということです。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、７番野村議員。 

○７番（野村祐司議員） 含水率が下がって熱効率が上がったという解釈でいいと思うんですが、

最後になりますけど、今度はプールも一緒にやってますので、このチップの供給という部分で

は、これは十分に補足されるというようなことでよろしいかお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、今野課長。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） チップについては十分今は供給されてるということです。

そういうことで答弁に代えさせていただきます。 

○議長（濱田洋一議員） 他にありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次、議案集の６３頁から６６頁まで。第８款土木費について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 
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２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員） はい、２番中村です。８款２項４目ですね、除雪対策費について伺い

ます。６６頁になります。６５、６６ですね。この中でですね、委託料３５００万が計上され

ました。この除雪費っていうのは、自然が相手ですからね、毎年変動していくわけですけども、

それに降雪量と比例するわけでもありませんね。そういうふうに認識しておりますけども、今

回３５００万、これは今後、平年、当初予算のですね、除雪回数というのは想定してたと思う

んですけども、それプラス３５００万なのか、回数からいってですね。それともこの中には燃

料費の高騰費による３５００万なのか、それとも両方合わさった３５００万なのか。その辺、

どうなんでしょうか。お伺いします。 

○議長（濱田洋一議員） 中村議員、聞きたいこと、それだけでいいですか。はい。 

（「はい」の声） 

芝生建設水道課長。 

○建設水道課長（芝生公之君） 除雪費の３５００万円についてでございますけども、まず労務

賃のですね、単価が千円程度上がったということが１点あります。その他にですね、軽油代、

軽油代は当初予算より１８円上がっておりますので、その部分で高騰になってるということで

ございます。その他ですね、除雪の量でございますけども、降雪深はですね、ほぼ平年並みに

なってるんですけども、降雪深が多ければ除雪回数が増えるのは当然なんですけども、その他

にですね、やはり降ってもその回数によってですね、１５センチ以上になったら除雪の基準で

出ることになってるんですけども、１６センチでも２５センチでも金額は一緒なもんですから。

あくまで、たくさん降ったから、ぐっと伸びるかっていうとまたそうでもないので、今年につ

いては平年並みの除雪回数４４回なんですけども、２月現在で４４回の回数がありますので、

そういう状態で進んでおります。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） ２番中村議員。 

○２番（中村倶和議員） 除雪の区域はですね非常に広くて６６０平方キロあるわけですけれど

も、その中でですね、郊外が二区に分かれていると。市街が三区に分けて発注しているという

ことをお聞きしましたけども、今後ですね、この３５００万円の計上でですね、春まで排雪ま

で完了すると、そういう認識でよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○議長（濱田洋一議員） はい、芝生課長。 

○建設水道課長（芝生公之君） 除雪のこの費用についてはですね、前の月の除雪の費用をです

ね、次の月に払うというような、実績を見た中での支払いになっておりますので、今後ですね、

雪が降れば、支払わなければいけないという状態が続くと思いますので、ある程度のこの今の
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時期ですから、予算はカツカツなもんですから、ある程度予想外の雪が降れば、再度またこう

お金が足りなくなるかなっていう考えはしております。 

○議長（濱田洋一議員） 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に議案集の６７頁及び６８頁。第９款消防費及び、第１０款教育費についての質疑を許し

ます。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に議案集の６９頁及び７０頁。第１１款公債費から第１３款災害復旧費までについて質疑

を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に、議案集の３３頁から３８頁まで。歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入、第１款町税

から第１４款道支出金までについて質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に議案集の３７頁から４２頁まで。第１６款寄附金から第２０款町債までについて質疑を

許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に議案集の３１頁及び３２頁。第２表地方債補正について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。次へ進みます。 

次に議案集の２８頁から３０頁まで。平成３０年度美瑛町一般会計補正予算の条文及び第１

表歳入歳出予算補正について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 
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はい、質疑なしと認めます。これで議案第８号についての質疑を終わります。 

次に、議案第９号について質疑を行います。議案集７１頁から７６頁まで。平成３０年度美

瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算の条文並びに第１表歳入歳出予算補正及び歳入歳出補

正予算事項別明細書の歳入歳出全款について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

はい、質疑なしと認めます。これで議案第９号についての質疑を終わります。 

次に、議案第１０号について質疑を行います。議案集の７７頁から８２頁まで。平成３０年

度美瑛町農業研修施設事業特別会計補正予算の条文並びに第１表歳入歳出予算補正及び歳入歳

出補正予算事項別明細書歳入歳出全款について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１０号について質疑を終わります。 

次に、議案第１１号について質疑を行います。議案集８３頁から８８頁まで。平成３０年度

美瑛町白金泉源事業特別会計補正予算の条文並びに第１表歳入歳出予算補正及び歳入歳出補正

予算事項別明細書の歳入歳出全款について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１１号について質疑を終わります。 

次に、議案第１２号についての質疑を行います。議案集８９頁から９４頁まで。平成３０年

度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算の条文並びに第１表歳入歳出予算補正及び、歳入歳

出補正予算事項別明細書歳入歳出全款について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１２号についての質疑を終わります。 

次に、議案第１３号について質疑を行います。議案集の９５頁から９９頁まで。平成３０年

度美瑛町水道事業会計補正予算の条文及び補正予算説明全般についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１３号について質疑を終わります。 

次に、議案第１４号について質疑を行います。議案集１００頁から１０４頁まで。平成３０

年度美瑛町立病院事業会計補正予算の条文及び補正予算説明全般について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 
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（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１４号についての質疑を終わります。これで議案第８号

から議案第１４号まで、７案件についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。はじめに議案第８号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第８号について討論を終わります。 

次に、議案第９号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第９号についての討論を終わります。 

次に、議案第１０号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第１０号について討論を終わります。 

次に、議案第１１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第１１号について討論を終わります。 

次、議案第１２号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで、議案第１２号について討論を終わります。 

次に、議案第１３号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第１３号について討論を終わります。 

次に、議案第１４号についての討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第１４号についての討論を終わります。 

これから、日程第１２、議案第８号の件を採決します。議案第８号、平成３０年度美瑛町一

般会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

はい、挙手多数であります。したがって、議案第８号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１３、議案第９号の件を採決します。議案第９号、平成３０年度美瑛町老人保

健施設事業特別会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第９号の件は原案のとおり可決されました。 



 

－ 43 － 

次に、日程第１４、議案第１０号の件を採決します。議案第１０号、平成３０年度美瑛町農

業研修施設事業特別会計補正予算についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１０号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１５、議案第１１号の件を採決します。議案第１１号、平成３０年度美瑛町白

金泉源事業特別会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１１号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１６、議案第１２号の件を採決します。議案第１２号、平成３０年度美瑛町公

共下水道事業特別会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願

います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１２号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１７、議案第１３号の件を採決します。議案第１３号、平成３０年度美瑛町水

道事業会計補正予算についての件を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１３号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１８、議案第１４号の件を採決します。議案第１４号、平成３０年度美瑛町立

病院事業会計補正予算についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１４号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９ 報告第１号 専決処分について 

 

○議長（濱田洋一議員） 日程第１９、報告第１号、専決処分についての件を議題とします。本

件についての説明を求めます。 

（「はい」の声） 

はい、芝生建設水道課長。 

（建設水道課長 芝生 公之君 登壇） 

○建設水道課長（芝生公之君） 報告第１号の専決処分についての提案理由につきまして、ご説

明申し上げます。議案集につきましては１０８頁になります。白金美瑛支線両泉橋架換工事、
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下部工は、平成３０年第２回議会臨時会で請負契約の締結についての議決をいただいていると

ころです。前回、１２月の議会定例会でも仮設工の変更により専決させていただきましたが、

今回におきましては、構造物撤去工の数量が確定したことにより、６２万６４００円の増額と

なったことから、２月６日に専決しましたので報告するものです。それでは議案を朗読いたし

ます。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で報告第１号の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（濱田洋一議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

おはかりします。報告第１号についてはこれをもって審議を終わりたいと思います。ご意義

はありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、報告第１号の件は報告を終わりたいと思います。 

 

散会宣告 

 

○議長（濱田洋一議員） 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。 

 

散会挨拶 

 

○議長（濱田洋一議員） はい、ありがとうございました。明日もありますので、ひとつよろし

くお願いを申し上げて、簡単ですがご挨拶に代えます。ありがとうございます。 

午後 １時３０分 閉会 
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